
扶桑町意向確認型指名競争入札方式試行要綱

（平成６年１月１４日要綱第１号）

（平成１９年３月３０日訓令第３４号）

（趣旨）

第１条 この要綱は、扶桑町が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争

入札において、工事の品質を確保しつつ、競争性、透明性を高めるため、

建設業者の入札参加意欲と技術的適性及び施工能力をより的確に反映させ

る手続きを取り入れた意向確認型指名競争入札方式を試行するため、必要

な事項を定めるものとする。

（対象工事）

第２条 意向確認型指名競争入札の試行の対象となる建設工事は、予定価格

が１億５千万円以上のものとする。

（現行規定の効力）

第３条 この要綱に特別の定めがない限り、現行の諸規程は従前のとおり適

用される。

（意向確認対象者の選定）

第４条 扶桑町業者指名審査会（以下「審査会」という。）は、当該工事に

係る入札参加意欲を確認する対象者（以下「意向確認対象者」という。）

を扶桑町業者指名審査事務取扱要綱（昭和５６年要綱第６号。以下「指名

要綱」という。）別表に定める参加人員の２倍程度を選定するものとする。

２ 前項の意向確認対象者を選定するについては、意向確認型入札参加者選

定基準（別表。以下「選定基準」という。）を参考にして行うものとする。

（意向確認対象者への通知等）

第５条 契約担当課長は、意向確認対象者に対して、意向確認対象者として

選定された旨及び当該工事についての概要その他意向確認型指名競争入札

参加にあたり必要な資料の提出について通知（様式第１号）するものとす

る。

（入札参加の申込み）

第６条 前条により通知を受けた者で、当該通知による工事の入札に参加す

る意欲を有する者は、意向確認型指名競争入札参加申込書（様式第２号。

以下「参加申込書」という。）に参考資料（様式第３号）を添えて、提出



するものとする。

２ 前項の参加申込書及び参考資料を指定する場所、日時までに提出しない

者は、当該通知による入札には参加の意向がないものとする。この場合、

参加申込書及び参考資料を提出しない者に対する不利益な取扱いをしない

ものとする。

（入札参加者の選定）

第７条 契約担当課長は、提出された参加申込書及び参考資料を審査整理し、

評価を付して、審査会に提出するものとする。

２ 審査会は、前項により提出のあったものについて、選定基準に基づき審

査し入札参加者を選定するものとする。

（意向確認型指名競争入札方式の取り止め）

第８条 審査会は、前条第２項による審査の結果入札参加者として適当と認

められる者の数が、指名要綱別表に定める参加人員の数未満となった場合

は、この要綱に基づく入札を行わないものとする。

２ 前項の場合においては、指名要綱に基づき入札参加者の選定をし、指名

競争入札を行うものとする。この場合、前条第２項による審査の結果適当

と認められた者については、指名競争入札のための指名業者選定調書に優

先して登載するものとする。

（入札参加者等に対する通知）

第９条 契約担当課長は、入札参加者として選定された者に対して、指名競

争入札について通知（様式第４号）するものとする。

２ 契約担当課長は、参加申込書を提出した者が入札参加者として選定され

なかったときはその者に対して、その旨通知（様式第５号）するものとす

る。なお、当該者から選定されなかった理由について問い合わせがあった

場合は、その理由を説明するものとする。

３ 契約担当課長は、前条第１項により、この要綱に基づく入札を行わない

こととなった場合、第６条第１項の参加申込書及び参考資料を提出した者

へその旨通知（様式第６号）するものとする。

（その他）

第１０条 この要綱に規定するもののほか、意向確認型指名競争入札試行に

必要な事項は別に定めるものとする。



附則

この要綱は、平成６年１月１４日から施行する。

附則（平成１９年３月３０日訓令第３４号）

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。



別表 意向確認型入札参加者選定基準

項 目 選 定 基 準 の 留 意 事 項

1.指 名 停 止 (１ )扶 桑 町 指 名 停 止 等 の 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止

の 有 無 の 期 間 中 で あ る 場 合 は 指 名 し な い こ と 。

(２ )扶 桑 町 指 名 停 止 等 の 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止

の 期 間 が ６ ケ 月 以 内 に あ っ た も の は 指 名 し な い

こ と 。

2.不 誠 実 な 当 町 発 注 工 事 に 係 る 請 負 契 約 に 関 し 、 次 に 掲 げ る

行 為 の 有 事 項 に 該 当 し 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る こ と か ら 請

無 負 者 と し て 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 指 名 し

な い こ と 。

① 工 事 請 負 契 約 書 に 基 づ く 工 事 関 係 者 に 関 す る 措

置 請 求 に 請 負 者 が 従 わ な い こ と 等 請 負 契 約 の 履

行 が 不 誠 実 で あ る こ と 。

② 一 括 下 請 、 下 請 代 金 の 支 払 い 遅 延 、 特 定 資 材 等

の 購 入 強 制 等 に つ い て 、 関 係 行 政 機 関 等 か ら の

情 報 に よ り 請 負 者 の 下 請 契 約 関 係 が 不 適 切 で あ

る こ と が 明 確 で あ る こ と 。

3.経 営 状 況 手 形 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 、 主 要 取 引 先 か ら

停 止 等 の 事 実 が あ り 、 経 営 状 態 が 不 健 全 で あ る 場 合

は 、 指 名 し な い こ と 。

4.工 事 成 績 (１ )工 事 成 績 等 が 優 良 で あ る か ど う か を 総 合 的 に 勘

案 す る こ と 。

(２ )表 彰 状 又 は 感 謝 状 を 受 け て い る こ と 等 工 事 の 成

績 が 特 に 優 良 で あ る 場 合 は 十 分 尊 重 す る こ と 。



項 目 選 定 基 準 の 留 意 事 項

5.当 該 工 事 (１ )本 店 、 支 店 又 は 営 業 所 の 所 在 地 及 び 当 該 地 域 で

に 対 す る の 工 事 実 績 等 か ら み て 、 当 該 地 域 に お け る 工 事

地 理 的 条 の 施 工 特 性 に 精 通 し 、 工 種 及 び 工 事 規 模 等 に 応

件 じ て 当 該 工 事 を 確 実 か つ 円 滑 に 実 施 で き る 体 制

が 確 保 で き る か ど う か を 総 合 的 に 勘 案 す る こ と

(２ )本 店 、 支 店 又 は 営 業 所 の 所 在 地 は 、 当 該 工 事 の

場 所 に よ り 「 地 域 」 の 考 え 方 を 設 定 す る こ と 。

6.指 名 機 会 (１ )工 事 規 模 に 応 じ て 格 付 け 順 位 の 接 近 し た 業 者 を

の 公 平 性 選 定 す る こ と 。

(２ )同 一 業 者 が 何 度 も 重 複 し て 選 定 さ れ な い よ う に

配 慮 す る こ と 。

7.手 持 工 事 当 該 地 域 に お け る 工 事 の 手 持 状 況 か ら み て 、 当 該

工 事 を 施 工 す る 能 力 が あ る か ど う か の 状 況 を 総 合 的

に 勘 案 す る こ と 。

8.当 該 工 事 以 下 の 事 項 に 該 当 す る か ど う か を 総 合 的 に 勘 案 す

に つ い て る こ と 。

の 技 術 的 (１ )当 該 工 事 と 同 種 工 事 に つ い て 相 当 の 施 工 実 績 が

適 性 あ る こ と 。

(２ )当 該 工 事 の 施 工 に 必 要 な 施 工 管 理 、 品 質 管 理 等

の 技 術 的 水 準 と 同 程 度 と 認 め ら れ る 技 術 的 水 準

の 工 事 の 施 工 実 績 が あ る こ と 。

(３ )地 形 、 地 質 等 自 然 的 条 件 、 周 辺 環 境 条 件 等 当 該

工 事 の 作 業 条 件 と 同 等 と 認 め ら れ る 条 件 下 で の

施 工 実 績 が あ る こ と 。



項 目 選 定 基 準 の 留 意 事 項

(４ )発 注 予 定 工 事 種 別 に 応 じ 、 当 該 工 事 を 施 工 す る

に 足 り る 有 資 格 技 術 職 員 が 確 保 で き る と 認 め ら

れ る こ と 。

(５ )配 置 予 定 の 技 術 者 が そ れ ぞ れ 適 性 で あ る こ と ｡

9.安 全 管 理 (1) 当 町 発 注 工 事 に つ い て 、 安 全 管 理 の 改 善 に 関 し

の 状 況 労 働 基 準 監 督 署 等 か ら の 指 導 が あ り 、 こ れ に 対

す る 改 善 を 行 わ な い 状 態 で 継 続 し て い る 場 合 で

あ っ て 、 明 ら か に 請 負 者 と し て 不 適 当 で あ る と

認 め ら れ る と き は 指 名 し な い こ と 。

(２ )安 全 管 理 の 状 況 が 優 良 で あ る か ど う か 総 合 的 に

勘 案 す る こ と 。

(３ )当 町 発 注 工 事 に つ い て 、 過 去 ２ 年 間 に 死 亡 者 の

発 生 及 び 休 業 ８ 日 以 上 の 負 傷 者 の 発 生 が な い こ

と 等 安 全 管 理 成 績 が 特 に 優 良 の 場 合 は 、 十 分 尊

重 す る こ と 。

10.労 働 福 (１ )賃 金 不 払 い に 関 す る 厚 生 労 働 省 か ら の 通 報 が あ

祉 の 状 況 り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 場 合 で あ っ て 、 明

ら か に 請 負 者 と し て 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る

と き は 指 名 し な い こ と 。

(２ )当 町 発 注 工 事 に つ い て 、 建 設 業 退 職 金 共 済 組 合

又 は 中 小 企 業 退 職 金 共 済 事 業 団 と 退 職 金 共 済 契

約 を 締 結 せ ず 、 又 は 証 紙 購 入 若 し く は 貼 付 が 不

十 分 で あ る か を 総 合 的 に 勘 案 す る こ と 。



項 目 選 定 基 準 の 留 意 事 項

(３ )建 設 労 働 者 の 雇 用 ・ 労 働 条 件 の 改 善 に 取 り 組 み

表 彰 を 受 け て い る こ と 等 労 働 福 祉 の 状 況 が 特 に

優 良 で あ る 場 合 は 十 分 尊 重 す る こ と 。

（注）上記２～４、７～１０については、把握し得る情報の中から判断し、

これらの事由が存在する場合は、指名候補者名簿に登載しない。また、

登載後、これらの事由が明らかになった場合は、指名業者選定調書から

削除する。


